
「医療機関の医師の働き方改革」

～健康確保措置について～

令和６年７月１１日

くまがい社会保険労務士事務所

熊谷一郎



本日の説明内容

１．勤務間インターバルと代償休息 

２．長時間労働の医師に対する面接指導 

３．その他



1
勤務間インターバルと代償休息



勤務間インターバルの基本ルール① （通常の日勤の場合）



勤務間インターバルの基本ルール① （宿日直許可のある宿日直の場合）



勤務間インターバルの基本ルール②



代償休息の基本ルール



勤務間インターバルの実施に向けた確認・調整例
（ 始 業 か ら 46時間で18時 間の 休 息 の 確 保 ）



勤務間インターバルの実施に向けた確認・調整例
（ 始 業 か ら 46時間で18時 間の 休 息 の 確 保 ）



勤務間インターバルの実施に向けた確認・調整例
（ 15時間を超える同一労働に従事する場合）
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勤務間インターバルを遵守した勤務パターン例（〇〇病院）

■現在の勤務体系（４６時間中に１８時間の休憩時間なし） ×

■案① B病院の勤務体系を維持した場合のA病院が可能な勤務体系 ○

■案② B病院の勤務終了時間を20時から13時に短縮することで、A病院での勤務時間は確保 ○

・・・A病院の勤務 ・・・B病院の勤務（外勤先） ・・・勤務開始から46時間の範囲・・・休憩時間



勤務間インターバルが確保された働き方のイメージ
（ C1水準が適用される臨床研修医）



Ｃ - １水準が適用される臨床研修医の代償休息について



◆関連ＱＡ◆ < 勤務間インターバル①（24時間で９時間の継続した休息）>

⇒医師の働き方改革に関するFAQ Q＿F-10 に記載があります。



例外：15時間を超える業務に従事する場合の勤務間インターバルについて

⇒医師の働き方改革に関するFAQ Q＿F-10 に記載があります。



◆関連ＱＡ◆ ＜代償休息＞

⇒医師の働き方改革に関するFAQ Q＿F-６ に記載があります。



◆関連ＱＡ◆ ＜代償休息＞

⇒医師の働き方改革に関するFAQ Q＿F-7 に記載があります。



勤務間インターバルと代償休息の付与に向けた準備について



勤務間インターバルと代償休息の付与に向けた準備について



「医師の勤務間インターバル確認ツール」の使用マニュアル（簡易版）



「医師の勤務間インターバル確認ツール」で出力される帳票



勤務間インターバルと代償休息の付与に向けた準備について



2
長時間労働の医師に対する面接指導



面接指導周知用リーフレット（チェックリスト①）



面接指導周知用リーフレット（チェックリスト②）



面接指導の実施に向けた院内の体制整備について



１．現状把握と面接指導対象医師・実施医師数の推計



面接指導



面接制度の実施について

22

STEP1 睡眠及び疲労の状況の確認
当該月に100時間以上の時間外・休日労働が見込まれる医師
（例えば、前月又は当月の時間外・休日労働が80時間を超えて
いる者）を抽出し、時間外・休日労働が月100時間以上となる前
に、睡眠及び疲労の状況等、以下の事項について確認を行う。

＜確認事項＞
①前月の休日・時間外労働時間
（副業・兼業も自己申告により通算する）
② 直近2週間の1日平均睡眠時間（可能であればアクチグラフ
等の客観的指標を用いる）
③「労働者の疲労蓄積度の自己診断チェックリスト」
➃面接指導の希望
※可能であれば、面接指導対象医師と同じ病棟や診療科で勤務す
る看護師長や上級医から、長時間労働の負担による影響の有無等
についても確認しておくことが望ましい。

管理者（事業者） 面接指導実施医師

STEP２ 面接指導
労働安全衛生法に基づく長時間労働者に対する面接指導におい
て確認を行う事項（勤務の状況、疲労の蓄積の状況、心身の状
況）に加え、睡眠負債の状況を確認する。また、医師について
はバーンアウト（燃え尽き）のリスクが高いことを踏まえ、
ワークエンゲイジメント（熱意・没頭・活力）とバーンアウト
（燃え尽き）の相違も念頭に置きつつ、評価を行う。
＜確認事項＞
①勤務の状況
②睡眠負債の状況
③疲労の蓄積の状況
➃心身の状況（うつ症状や心♛管疾患のリスク等）
必要に応じて睡眠や休息等に関する助言や保健指導を行う。

STEP３ 報告書・意見書の作成
面接指導に基づき、本人への指導区分及び就業区分の判定し、報
告書及び意見書を作成の上、管理者に報告する。報告書・意見書
の作成に当たっては、必要に応じて、産業医、院内の専門科又は
専門医療機関と連携することが望ましい。
＜本人への指導区分＞ ※複数回答可
0. 措置不要１．要保健指導

又は 医療機関紹介２．現病治療継続
＜就業区分＞
0. 通常勤務 1. 就業制限・配慮 2. 要7休7業

必
要
な
情
報
の
提
供

結
果
の
報
告

STEP４ 就業上の措置
面接指導実施医師からの報告及び意見を踏まえ、必要に応じて、就業
上の措置を講じる。

産業医 連携

３．宿日直許可後にすること

➌面接制度の確立



面接制度の実施について
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３．宿日直許可後にすること

➌面接制度の確立

就業上の措置

（就業制限）
・当直・連続勤務の禁止
・当直・連続勤務の制限（○回／月まで）
・就業内容・場所の変更（外来業務のみ等）
・時間外労働の制限（〇時間／週まで）
・就業日数の制限（○日／週まで）
・終業時間の制限（〇時〇分～〇時〇分）
・変形労働時間制等の対象から除外

（就業の禁止）
・○日間の休暇・休業



面接指導実施後の対応事項の確認（就業上の措置）

・労働基準法施行規則による面接指導

・医療法に基づく面接指導
・労働安全衛生法に基づく面接指導



面接指導の実施時期の検討



副業・兼業時への書面提出の流れ



5
その他



医師の合理的な時間管理



時間外・休日労働の申請・承認

〇なかなか申請が出してこない。
〇申請理由の未記載
〇時間外業務に該当しない業務を理由として申請してくる

⇒ ・院長が決定した方針として周知
・原則申請は翌日中までにすること

残務の理由を具体的に記載すること
といった適正な運用につながる工夫・改善を重ねること

・時間外業務を行った際に必要な記載方法について毎月人事から発信
・理由の未記載・時間外業務に該当しない業務を理由として記載した場合は、

所属長や本人に連絡
・時間外に患者を診察した場合は、患者IDを入力する

医学研究所 北野病院（大阪府大阪市）



自己研鑽規定例

時間外対象となる業務
①緊急手術、緊急検査、緊急処置、♛漿交換・緊急透析など
②急患、急変、重症管理
③麻酔
④病理解剖

時間外手当の対象とならない自己研鑽の業務
①学会発表のためのカンファランス及び準備作業
②その他学会発表用務に関するもの
③院内勉強会（必須以外のもの）
④単なる病棟業務（重症、急変、当日入院患者管理以外の場合）及び病棟からの要請がない場合の
患者管理・病棟業務
⑤診察に直接関係のない資料整理のための居残り 等

（出典）「これだけは準備しておきたい『医師の働き方改革』2024年4月14渡辺徹氏（千葉大学客員准教授・前日本赤十字社愛知医療センター
名古屋第二病院事部長

行為者を限定する

⑤手術当日の術後管理（術者または管理実施者のみ）
⑥定期手術の延長（術者、第一助手、第二助手のみ）
⑦予定検査の延長（術者、第一助手のみ）
⑧科で決めた公式の当日当番・回診（原則1名）
⑨画像読影

チーム制導入

自発的出勤の禁止



自己研鑽規定例

（出典）「これだけは準備しておきたい『医師の働き方改革』2024年4月14渡辺徹氏（千葉大学客員准教授・前日本赤十字社愛知医療センター
名古屋第二病院事部長

項目 原則的な考え方 １日の限度 時間外申請の要件

患者、家族への説明 原則時間内 1.0時間（1件の限度）

退院サマリ記載 原則時間内 1.0時間

救急車外来診療申し送り 0.5時間 上限時間の設定

症例カンファランス 原則時間内 0.5時間 院長の承認

各種委員会・プロジェクト 原則時間内 1.0時間 院長の承認



宿日直中の業務の取り扱いについて



ご清聴ありがとうございました
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